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研究成果の概要（和文）：冷戦崩壊以降の約25年間にわたり、北極8か国（カナダ、デンマーク、フィンラン
ド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、米国）は、北極評議会を設立し、環境保護、持続可能
な開発、気候変動の国際協力を行う北極協調体制を作り出し、これを維持することに成功してきた。最後の10年
間（2007－2017年）は、気候変動に伴った地政学的変化並びに非北極諸国の北極への参入により、北極協調体制
は存続の危機に直面したが、海洋の安全、ビジネス分野での国際協力を新たに加えることで存続の危機を乗り越
えてきた。しかし、ウクライナ危機に端を発する欧米＝ロシア関係の悪化は、北極協調体制の存続に暗い影を落
としている。

研究成果の概要（英文）：For the last twenty-five years,  Arctic eight states (Canada, Denmark, 
Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and United States) have formed an Arctic concert system 
based on international cooperation in environmental protection, sustainable development, and climate
 change. Although it once faced crisis for its survival that had arisen, including geopolitical 
shifts resulting from climate change, economic advances by non-Arctic states、the Arctic Concert 
system managed to survive through incorporating new cooperation for marine safety and business 
respectively. However, deteriorating relations between the West and Russia are especially worrying, 
casting dark shadows onto the Arctic concert system in future.

研究分野： 国際関係論
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

北極海地域についての国際政治学的研究は

まだ端緒についたばかりであるが、北極海をめ

ぐる国際政治の研究は大きく 2 つに分かれてき

た。代表的な見解は、リアリストの立場から、北極

海における地政学環境の変化、資源争奪の激

化、北極の軍事化等に着目し、権力闘争の復活

を強調するものである①。もう一方の研究は、国

連海洋法条約、北極評議会に着目し、ガバナン

スに焦点を合わせたリベラリストによる研究があ

る②。北極海の海氷面積が著しく減少した 2007

年からの数年間は前者の研究が増えたが、その

後は後者の研究が増えつつある。両見解ともに

北極海における国際政治への気候変動の影響

を論じている点で共通しているが、北極海国際

政治における対立と協力という異なる 2 つの側

面のいずれかに焦点をあわせるものであり、対

立及び協力のメカニズムを総合的に把握する研

究視点が求められている。日本においては、若

干の文献が出始めているものの、北極海をめぐ

る国際政治の動態及び趨勢を理論的に考察す

る研究はまだ行われていなかった。 
 
２．研究の目的 

本研究は、これら 2 つの異なる研究視点の間

隙を埋めるため、リアリスト及びリベラリストとも異

なる、国際関係論における第 3 の立場である国

際社会論（英国学派）の視点に立脚し、国際社

会論における国際秩序の概念を用いて北極海

地域を分析することで、対立と協力の政治過程

を歴史的・統合的に捉え、北極海をめぐる国際

政治の動態を総合的に解明しようとするもので

ある。 
 
３．研究の方法 

本研究では、まず、英国学派/国際社会論の
第一人者であるブルの国際秩序の議論に依拠
しつつ、北極地域における国際秩序（以下、北
極秩序と表記）を、1）北極国際社会を構成する
メンバー国の範囲についての国際的合意（構成
ルール）、2）国連海洋法条約を基礎とした北極
海における海洋境界の境界画定についての国
際的合意（共存ルール）、北極国際社会の共通
目標についての国際的合意（協力ルール）と定
義した③④。研究開始当初は、これら 3 つのル
ールの形成及び発展の過程を調査することによ
って、北極秩序の形成と発展を解明していくこと
を企画していた。 

本研究課題を進めていく上で、構成ルールと
協力ルールは様々な時期において多国間によ
る国際協力の枠組みの設立等の過程をとおして
相互に連関して形成されることが明白となった。
他方において、共存ルールは海洋境界を接す
る国同士の 2 国間合意であって、構成ルールと
協力ルールの形成と、共存ルールの形成の間
には、法則的な相関性を見つけることが出来な
かった。 

こうした事情により、北極秩序を一体的に論じ

ることは不可能であると判断した。そこで、北極
秩序全体ではなく、北極秩序を構成する３つの
ルールのうち、構成ルールと協力ルールの２つ
が相互に連関して形成される状態を北極協調
体制と定義し、これを分析の中心に据え直した。 

独立変数を北極協調体制に「狭めた」ことによ
り、北極秩序のそのものの形成やそれに伴う協
力と対立のダイナミクスを論じることができなくな
った訳ではない。共存ルールは、北極における
海洋境界の画定に関する 2 国間条約であり、そ
の多くは冷戦期中に採択された。これらの条約
は、一端合意が成立するとその内容に大きな変
更は生じない。この変数は、いわば「定数」に近
い存在である。すなわち、北極秩序の形成・発
展・衰退といったダイナミクスの動因は、共存ル
ール以外の要因、すなわち構成ルールと協力
ルールによってきまる。このことから、北極協調
体制の成立及び発展を解明することにより、本
研究課題が目指している北極秩序の成立と発
展を実質的に解明できる。 

加えて、研究当初には想定していなかった独
立変数として、構成ルールと協力ルールの存在
を担保する「制度的支柱」の解明も併せて行うこ
ととした。ここでいう制度的支柱とは、国際条約、
政府間会議、政治宣言、政府間 MOU 等をさす。
制度的支柱は、構成ルールと協力ルールの成
立と発展において形成されるものであり、構成ル
ールと協力ルールの存在と変容を実証的に示
す上で、制度的支柱の有無が鍵となってくる。 

本研究では、以上に述べた構成ルール、協
力ルール、制度的支柱といった独立変数につい
て 5 つの時期区分（第 1～第 5 段階）に従って調
査した。 
 
４．研究成果 
(1) 主要な成果 

第 1 段階では、冷戦期以降の北極国際政治
において最初に協調体制が成立したデタント時
を対象とした。デタント期には、構成ルールを北
極海沿岸国である 5 か国（カナダ、デンマーク、
ノルウェー、ロシア、米国）とし、協力ルールをホ
ッキョクグマの保全とする北極協調体制が成立し
た。制度的支柱は 1973 年に採択されたホッキョ
クグマ保全条約であった。デタント期が終了する
と、再び東西両陣営の対立が深まり、協調体制
は形骸化していった。 

第 2 段階は、冷戦崩壊及びポスト冷戦期

（1980 年代後半から 2000 年代前半）を扱った。

この時期には、構成ルールを北極 8 か国（北極

海沿岸 5 か国とフィンランド、アイスランド、スウェ

ーデン）とし、協力ルールを環境保護、持続可

能な開発、気候変動とする北極協調体制が成

立した。こうした北極協調体制の制度的支柱と

なったのは、北極環境保護戦略（AEPS、1991 年

設立）、北極評議会（1996 年設立）であった。ま

た、AEPS の設立に大きな影響を与えた非政府

間組織の国際北極科学委員会（IASC、1990 年

設立）も準制度的支柱とみなせる。 

第 3 段階では、2000 年代後半の時期を扱っ



た。この時期は気候変動の影響による北極海海

氷面積の大幅な縮小によって、北極海の地政

学的環境を大きく変化した。特に、北極海沿岸 5

か国は、将来増加が見込まれる北極海航路を

通過する船舶の航行及び資源開発の掘削を行

う海洋プラントに起因する遭難事故が発生した

場合に生じる油濁汚染等の潜在的脅威を共有

していた。こうした中で、北極海沿岸 5 か国を協

力ルールとし、海洋の安全の保障を協力ルール

とする新らたな協調体制を作る動きがにわかに

加速した。これらの動きを支えた制度的支柱は、

イルリサット宣言（2008年）、北極海洋会議（2008

年、2010 年開催）であった。第 3 段階にみられる

新しい北極協調体制への動きが加速すれば、

将来第 2 段階で成立した北極協調体制が形骸

化する可能性があった⑤。しかし、この北極 5 か

国を中心とする新協調体制樹立の動きは、2009

年に共和党から民主党への政権交代に伴う米

国の方針転換によって失速した。その結果、既

存の北極協調体制が維持されることとなった。 

第 4 段階（研究計画では第 5 段階としていた）

では、2010 年代前半の時期を中心に扱った。こ

の時期には、非北極諸国の積極的な経済進出

が見られた。特に、グリーンランドの 2008 年自治

法は、中国によるグリーンランドへの投資の呼び

水となった⑥。非北極諸国の参入によって、構

成ルールを 2 国間とし、協力ルールをビジネスと

する新しい傾向が見られた。この動きの制度的

支柱となったのは、北極諸国と非北極諸国との

様々な組み合わせによる多くの投資協定、MOU

等であった。秩序に関する問題は、これらの新

規参入国が協調体制の構成ルールとどのようと

の関係をどう位置づけられるかということにあっ

た。また、非参入国のビジネス参入にみられる開

発志向と、協調体制における持続可能な開発を

志向する協力ルールとの間でどのような折り合

いをつけるのかということも重要な問題であった

⑦。 

第 5 段階（研究計画では第 4 段階としていた）

では、第 3 段階、第 4 段階にみられ政治的挑戦

を乗り越えることで、同体制が発展していく過程

を扱った（2010 年代）。2009 年に北極海沿岸 5

か国からなる構成ルールを樹立する動きが失速

したのち、「海洋の安全の保障」は、北極協調体

制の下の 4 つ目の協力ルールとなった。海洋の

安全の保障の制度的支柱は、2011 年北極海航

空海上捜索救助協力協定、2013 年北極海洋油

濁汚染準備対応協力協定、2015 年「北極沿岸

警備隊フォーラム」であった。 

また、非北極諸国の参入に対しては、北極評

議会の加盟国の北極における優越性を認めさ

せることと引き換えに、北極評議会は 2013 年に

オブザーバーの地位を与えた。加えて、北極評

議会の外に北極 8 か国のビジネスリーダーから

なる経済北極評議会が 2014 年に設置された。

言い換えれば、北極協調体制は、海洋の安全

の保障及びビジネスを協力ルールとして新たに

取り込むことで発展していったのであった。 
 
(2) 主要な成果から得られる考察 

本研究で明らかとなったのは、第 1 に、冷戦
崩壊後、約 4 半世紀にわたり形成されてきた北
極協調体制が維持されてきたということである。
第 2 に、最後の 10 年間（2007 年から 2017 年）
は、気候変動に伴った地政学的変化を背景とし
て、構成ルールと協力ルールの再編の動きがに
わかに生じてきたが、北極協調体制は、構成ル
ールを変更せずに協力ルール（環境保護、持続
可能な開発、気候変動といった形成期の協力ル
ールに海洋の安全の保障、ビジネスを追加する
という形で）を拡大させる形で発展的に対処して
きた。第 3 に、これに伴い、制度的支柱も、北極
評議会に加えて、北極海航空海上捜索救助協
力協定、北極海洋油濁汚染準備対応協力協定、
北極沿岸警備隊フォーラム、北極経済評議会へ
と増加してきた。 

北極協調体制が現在まで存続できた要因は、
北極海航路の商業化及び資源開発という経済
的ポテンシャルの高さにもかかわらず、グローバ
ル国際政治においては未だ大国の死活的利益
に絡む地域に至ってはいないということである。  

他方で、歴史に学べば、過去の国際関係に
おける大国間協調の寿命は長くて約 30 年程度
であり、北極協調体制も早晩より深刻な制度疲
労を起こすと考えられる。その候補は、第 4 段階
で挙げた非北極諸国の参入であり、現時点にお
いては、オブザーバーの資格を付与することで
対処できているものの、今後、北極海の経済的
ポテンシャルが現実の下なれば、非北極諸国と
の間の利害調整はより困難なものとなるとみられ
る。また、北極協調は、米国とロシアといった大
国がグローバル国際政治において友好的な関
係を保ってきたことの恩益を享受してきた。しか
し、ウクライナ危機、シリア内戦をめぐる米欧＝ロ
シア間の対立は深刻であり、北極協調における
構成ルール及び協力ルールに今後影響がでて
くる可能性が高い。 

逆に、現時点でグローバル国際政治の影響
が北極協調体制に現在まで目に見える形で影
響が出ていないのは、米国の安全保障における
北極のプライオリティが相対的に高くないこと、ロ
シアが意図的に欧米との対立を北極に持ち込ま
ないように配慮した北極外交を展開していること
によるところが大きい。ロシアが西側への配慮を
みせる理由は、ロシア政府がヤマル半島での資
源開発を中心とした北極の経済的開発を重視し
ていることにある。ロシアが北極での資源開発か
ら恩恵を受けるためには西側諸国の技術支援、
中国からの資金面での援助を必要としている。こ
のため、ロシアは北極国際政治をグローバル国
際政治から切り離した形で扱うことを選択してい
る。 

 
(3) 得られた成果の国内外における位置づけと
インパクト 
我が国においては 2015 年に北極域研究推進プ



ロジェクトがスタートし、国際共同研究推進メニュ
ーにおいて人文社会科学メニューである「北極
の人間と社会」（テーマ７）が立ち上げられた。テ
ーマ 7 では国際政治研究も含まれ、北極協調体
制の研究の認知度は高まった。また、各国の北
極政策についての研究も増えつつある。他方に
おいて、北極国際政治を理論的にとらえる視点
は本研究を除いては未だ存在しない。 

海外においては、北極関連の国際ジャーナ
ルへの国際政治分野の論文が増え、それらを編
集・再録した北極国際政治本が刊行されるなど、
着実に北極国際政治研究の層が厚くなっている
⑧。特徴は、依然としてリベラリズムの研究が優
勢であるが、国内同様に各国の北極政策を扱っ
た文献が増えつつある。また、コンストラクティヴ
ィズムの研究も現れた一方、英国学派の視点に
立った研究は本研究を除いては存在しない。コ
ンストラクティヴィズムの研究と本研究は、ともに
北極評議会等における交渉過程における協力
と対立をテーマとしており類似している。コンスト
ラクティヴィズム研究は、環境保護、持続可能な
開発といったディスコースの形成に焦点を合わ
せている⑨。本研究では秩序に焦点を合わせる
ことで北極国際政治の全体の安定性を論じてい
る点で異なっている。 

本研究の独自性は、北極協調という独立変数
の下に冷戦期以降の北極国際政治を通史的に
考察・分析するものである。北極国際関係を通
史的に扱ったものがあるが、国際関係論の理論
を用いたシステマティックな通史的研究は国内
外の先行研究には見られない本研究の大きな
特色である。同時、北極協調という独立変数から
現状分析を行っている研究も他に存在しておら
ず、本研究は、その意味でも独自である。 
 
(4) 今後の展望 
本研究の遂行期間中、研究計画で設定した時
期区分では想定していなかった 3 つの新しい展
開が見られた。まず、2014 年 2 月のロシアによる
クリミア編入以降、米欧＝ロシア関係は悪化した
のと同時に、今後より詳細な分析が必要である
が、北極におけるロシア軍の近代化計画が具体
的に動き始めたとみられる（この点については、
近代化計画に沿ったもので米欧＝ロシア関係の
悪化の影響ではないとする見方がある）。シリア
内戦には、北極にあるロシアの北方艦隊から空
母クズネツォフを展開してた。こうしたロシアの北
極における軍備強化及び北極圏からの域外へ
の兵力投射に対しては、北極 NATO 関係国
（NATO 加盟国である米国、カナダ、ノルウェー、
デンマーク、アイスランドに加えて、NATO と関
係を強化しつつあるスウェーデン、フィンランド）
も警戒感を強めており、水面下で軍備体制のロ
シアシフトが敷かれつつあるとみられる。北極に
おける軍事的緊張が高まれば、北極協調体制
は構成ルールは破たんし、協力ルールは形骸
化してその実質的には機能不全に陥ることが予
想できる（ロシアは北極評議会に加盟国とどまり
続けるであろうが、そこでの実質的な協力行為
は行われれなくなる状態）。この点については、

特に北極 NATO 関係国におけるロシアシフトに
ついて現地調査を行うことを目的として、ノルウ
ェー防衛研究所において在外研究を実施する
計画である（2017 年 4 月に本研究課題に基づく
国際共同研究強化助成金の交付を受けた）。 

次に、米欧＝ロシア関係の悪化を背景として、
オバマ政権は 2015 年 8 月以降北極協調体制を
再編させる動きをみせた。同政権は、2015 年 12
月採択のパリ協定を主導したことに見られるよう
に、気候変動対策をレガシーとして重要視して
きた。気候変動の影響が最も現れる地域であっ
た北極を気候変動対策への米国のコミットメント
を示すショーケースとして見なし、北極における
気候変動対策に力を入れてきた。特に、2015 年
夏から 2016 年にかけては北極 8 か国以外のフ
ォーラムを積極的に打ち立ててきた。これは、従
来の米国の北極政策の基本方針には見られな
かった路線である。米国のこの新路線は、北極 8
か国を中心的な構成ルールとし、それ以外を原
則許してこなかった従来の方針を変更するもの
である。、いわば汎北極多国間主義から区分的
多国間主義（構成国の異なる多国間主義の並
列化）へのシフトである。気候変動という協力ル
ールは従来の汎北極多国間主義（北極 8 か国）
で行ってきた国際協力で既に行われていたが、
ロシアの積極的な協力が見込めない現状にお
いて、米国は汎北極多国間主義以外にも、様々
な構成国からなる多国間主義を作り出し、気候
変動対策へのイニシアティブを発揮している状
況にある。これは、気候変動という既にある協力
ルールを複数の構成ルールで追及するもので
あり、この意味で構成ルールが固定されてきた
北極協調体制を大きく再編するものである。この
動きがオバマ政権の時のみの一過性のものであ
るかは今後引き続き見ていく必要がある。オバマ
政権が作り出した新しい協力ルールは、現在も
動いており、現時点では、北極協調体制の再編
過程に差し掛かっている状況である。 

その上で、3 つ目の新しい動きとして、トランプ
政権はパリ協定から脱退する姿勢をちらつかせ、
気候変動に対する米国のアプローチを根本的
に変化させる構えである。オバマ政権は 2016 年
12 月に北極海における新規掘削を無期限禁止
した。しかし、トランプ政権は 2017 年４月に北極
において、アラスカ沖石油及び天然ガスに対す
る規制を緩和する大統領令に署名した。トラン
無プ政権が、持続可能な開発ではなく、持続性
を考慮しない開発を北極で展開すれば、北極協
調体制の協力ルールは破たんすることとなる。 

現時点までに北極協調体制は機能している
が、北極協調体制の今後の行方を考察する上
でこれらの 3 つの新しい動向を研究していく必
要がある。 
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